
（ ）

（ ）

千円

啓発用品 89 千円 0 千円 0 千円 0 千円

千円

千円

5,165 千円

4,678

人

0.4

千円 千円

千円

千円

千円

その他特財

4,965

千円

3,721一般財源

6,462

財源

内訳

350

地方債

6,462

人

450

2,623財源合計

2,533

千円

6,012 千円 千円

千円

事
業
概
要

実施の背景

②接続補助金

①　５８３ 戸 3.6

23年度（決算）

コ
ス
ト

千円

人担当正職員

人件費合計

千円

国県支出金

千円

0.3 千円

臨時職員等

　下水道への接続工事に必要な資金の融資あっせん及び利子補給や、工事費の一部補助を行うことに
よって利用者の負担を軽減し、下水道への接続率向上を図る。

0.2

□業務委託 又は □指定管理　（委託先又は指定管理者：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

872 千円 487 千円

①水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給（水洗便所改造資金利子補給金）
・対象者－下水道への接続工事をしようとする者。
・融資あっせんの額－１世帯につき１００万円以内
　（賃貸住宅の場合、１世帯又は１棟につき１５万円以内で、限度額１５０万円）
・利子補給の額－供用開始から３年以内　当該融資額に対する利子相当額
　　　　　　　　供用開始から３年超　　当該融資額に対する利子相当額の１／２
・償還期間及び方法－貸付を受けた日の翌月から６０ヶ月以内で元金均等月賦償還。
②下水道接続支援事業補助金
・対象者－下水道供用開始日から３年以内に接続工事をしようとする者。
・補助金の額－供用開始から１年以内　５０，０００円
　　　　　　　供用開始から２年以内　４０，０００円
　　　　　　　供用開始から３年以内　２０，０００円

事業内容
（手段、手法など）

238千円1,128

％

860 千円 220 千円 460 千円

□貸付（貸付先：　　　　　　　　　）■その他（融資あっせん　　　　　　　）・・・②

18 千円

％

2,623 千円

千円

千円2,385

事業費合計 千円

対　象
（誰・何を対象に）

①水洗便所改造資金利子補給金　対象者　１名　　支出額　　１２千円
②下水道接続支援事業補助金　　対象者１９名　　支出額　８６０千円
　（内訳　１年以内に接続　１６名　８００千円、３年以内に接続　３名　６０千円）

千円

関連事業
（同一目的事業等）

・水洗化普及事業（農業集落排水事業特別会計）
・茨城県環境保全施設資金融資制度（県事業）

5,334

22年度（決算） 21年度（決算）

□直接実施

　供用開始の日から３年以内に下水道への接続工事を行う建築
物の所有者。

24年度（予算）

総事業費

実施方法

3,199

千円

千円

千円

人

0.7

人

事業シート（概要説明書）

事業開始年度

作成責任者

担当局・部名 土木部

課長　金田克彦

予算事業名
①昭和５７年度
②平成２０年度

かすみがうら市水洗便所改造資金助成規則

上位施策事業名

担当課･係名

かすみがうら市総合計画第１章第３節　快適な住環境の整備

水洗化普及事業（公共下水道）

下水道課・業務係

事務区分

　早期に下水道への接続を促進し、水洗便所の普及を図ることによって、衛生的な生活環境を
確保し、河川や霞ヶ浦などの公共水域の水質を保全する。

人
件
費

5,3340.7

②　　３１ 戸

根拠法令等

■自治事務　　□法定受託事務

4,071 千円

千円

3,199

27 千円

■補助金〔直接・間接〕（補助先：下水道接続者　　実施主体：県1/2　市1/2　）・・・①

対象者数（全住民に対する割合）

人 4,678

人

千円

1,000 千円

人 0.3 人

人 2,385 0.6

0.6

0.4 人

人

国県支出金の内容

5,165

千円

90 千円 200 千円千円 千円

千円

湖沼水質浄化下水道接続支援事業費県補助金　補助率１／２（１戸あたり２万円を限度）

その他特財の内容

千円 千円

事
業
費

①利子補給金 39 千円 12 千円

事業費内訳
（平成23年度分）

目　的
（何をどうしたいのか）

4,071

事業番号２－３ 平成24年度 

ここから成果指標を導きます。



事業シート（概要説明書）

事業開始年度予算事業名
①昭和５７年度
②平成２０年度

水洗化普及事業（公共下水道）

事業番号２－３ 平成24年度 

1 2

1219

①利子補給戸数

事
業
成
果

成果
（目標達成状況）

成果目標
（指標設定理由等）

事
業
実
績

【活動指標名】

利子補給・補助金交
付戸数

活動実績

千円

戸

／総事業費

単位

特記事項

単位当たりコスト

事業の自己評価
(今後の事業の方向

性、課題等)

①水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給
　平成２１～２３年度までに新規の利用者はない状況であり、現在の利子補給対象者は平成２０年度の利
用者であるが、引き続き負担軽減策の一つとして継続していきたい。

②下水道接続支援事業補助金
　県補助金の原資である森林湖沼環境税が平成２４年度までの制度であり、平成２５年度以降は県の補助
制度がどのようになるか不明な現状にある。
　しかし、早期に接続を促すためには、時限的な補助制度が有効であると考えられることから、引き続き
当該制度を継続していきたい。

204

下水道接続戸数 戸 126 159

【成果指標名】 Ｈ23年度

227

Ｈ21年度

369375

Ｈ21年度Ｈ23年度 Ｈ22年度

比較参考値
（他自治体での類似

事業の例など）

①実施団体数－３３／４３県内自治体（事務組合を含む）
②実施団体数－２９／４３県内自治体（事務組合を含む）

近隣自治体の状況
　土 浦 市　①利子補給対象額の全額(上限３％）　融資限度額　６００，０００円
　　　　　　②１～３年以内　補助対象額の５０％（上限４０，０００円）
　石 岡 市　①１年以内　全額、２年以内　１／２、３年以内　１／３
　　　　　　　融資限度額　５００，０００円
　　　　　　②１～３年以内　補助対象額の１００％（上限４０，０００円）
　小美玉市　①利子補給対象額の全額　融資限度額　６００，０００円
　　　　　　②１年以内　４０，０００円、２～３年以内　２０，０００円

5

2戸

②補助金交付戸数

Ｈ22年度

　水洗便所の普及、下水道接続率の指標としては、新規接続戸数が適切であるため。

単位

他自治体のみならず、国や都道府県、民間との
比較も必要に応じて記載。



 

水洗便所改造資金助成制度について 
 

  公共下水道及び特定環境保全公共下水道・農業集落排水処理区域内の方で既設のトイレ

を水洗トイレに改造して下水道に接続する工事、及び排水施設の新設、若しくは改造工事

を行うために必要な方に市で資金の融資あっせんをし、それに対する利子補給をする制度

です。 

 

１．対象工事      ・既設のくみ取り式トイレ（浄化槽による水洗トイレを含む）を水洗

トイレに改造して下水道に接続する工事 

 

２．対象者        ・公共下水道及び特定環境保全公共下水道・農業集落排水 

処理区域内の方で、建築物の所有者、または建築物及び 

土地所有者の同意を得た方 

                  ・市税、受益者負担金などを滞納していない方 

 

３．融資限度額    ・一般住宅の場合……１００万円以内     

                  ・賃貸住宅の場合……１５０万円以内とし下記のとおり 

                    一戸建て住宅については一棟につき１５万円以内 

                    集合住宅については一世帯分につき１５万円以内 

 

４．利子の補給      全額利子補給（一時立替払いにより、あとで精算） 

                    供用開始後３年以上経過した区域については、利子補給は半額にな

ります。 

 

５．償還期限        借り受けた日の翌月から 60ヶ月以内で元金均等月賦償還 

        及び方法   （繰り上げ償還もできます） 

 

６．申し込み方法    市役所下水道課、若しくは市指定工事店に申し込み手続きをしてく

ださい 

 

７．取扱金融機関    株式会社筑波銀行 

                    株式会社常陽銀行 

                    水戸信用金庫 

          土浦農業協同組合 

          茨城県信用漁業協同組合連合会 

          茨城県信用組合 

         （金融機関によっては申請時以外にも添付書類を求める場合がありま

す。） 



融資あっせんの申請から決定までのフローチャート 

 

 
 

①利子補給の申請（第６条）     ⑤排水設備完了届 

②事前審査の依頼          ⑥借入申込み（第１０条） 

③事前審査の報告          ⑦借入契約締結 

④利子補給の決定（第 7条）     ⑧融資状況の報告（第１１条） 

 

 
 

融資あっせん後の利子補給手続き 

 

 
 

①毎月償還（毎月１３日） 

②利子計算書送付（上・下半期各支払日の２０日前） 

③利子補給（一括払込書により利子補給、上半期は１０月末日、下半期は４月末日まで） 

④利子補給  

 

 

 

利用者 

金融機関 かすみがうら市 

1 

2 

3 

4 

利用者 

金融機関 かすみがうら市 

1 

5 

4 

2 

3 

8 

6 

7 



 

 

 

 

かすみがうら市では、生活環境の向上と霞ヶ浦や流入河川の水質保全を目的として公共

下水道の整備を進めています。 

 公共下水道接続工事（水洗化工事）を実施する方に、工事費の一部を補助します。 

 

 

１．対象者  ○公共下水道が整備され、下水道の利用が可能となった日（供用開始日）

から 3年以内に公共下水道接続工事（水洗化工事）を行う方 

        ※対象工事 

・くみ取り便所から水洗便所に改造し、公共下水道に接続する工事 

        ・浄化槽を廃止し、公共下水道に接続する工事 

       ○下水道事業受益者負担金分担金・市税を滞納していない方 

       ○水洗便所改造資金融資利子補給制度を利用されていない方 

 

 

２．補助額  供用開始日から 1年以内に水洗化した方・・・50,000 円 

       供用開始日から 2年以内に水洗化した方・・・40,000 円 

供用開始日から 3年以内に水洗化した方・・・20,000 円 

 

 

３．申込み  市下水道課に申込み手続きをしてください 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お問い合わせ 

かすみがうら市下水道課 

業務係  

029-897-1111 

内線 2634～2636 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 











茨城県環境保全施設資金融資制度のご案内について

環境対策課

茨城県では，中小事業者が環境保全施設や省エネルギー・再生可能エネルギー施設を

設置する場合，及び個人が高度処理型浄化槽の設置や公共下水道・農業集落排水処理施

設へ接続する場合に必要な資金について，融資のあっ旋及び利子補給を行っております

ので，是非ご活用ください。

＜中小事業者対象＞

【対象者】

県内に工場又は事業所を有し，原則として１年以上継続して同一事業を営む中小事業者

【融資対象事業】

環境保全施設 大気汚染・水質汚濁・騒音･振動・悪臭の防止施設，産業廃棄物の適正処

理施設，化学物質の適正管理施設の設置や改善

低公害車の導入 ハイブリッド・電気・天然ガス・メタノール自動車

地球温暖化対策 省エネルギー・再生可能エネルギー施設の設置や改善

【融資の条件】

環境保全施設

低公害車の導入

（1）融資対象となる事業費の 80％以内

（2）一つの貸付事業につき 2,500 万円を限度

但し，ダイオキシン類対策等，知事が必要と認

めた場合は 5,000 万円

融資限度額

地球温暖化対策 （1）融資対象となる事業費の 80％以内

（2）一つの貸付事業につき 500 万円を限度

但し，再生可能エネルギー施設の設置等，知事

が必要と認めた場合は 1,500 万円

融資利率 県商工労働部政策誘導資金貸付利率と同率

融資期間 利率（カッコ内は保証付きの場合）

５年超～７年以内 2.6（2.1）％

３年超～５年以内 2.5（2.0）％

３年以内 2.4（1.9）％

償還方法 元金均等償還（１年以内の据置可）

担保・保証人等 取扱金融機関の一般貸付の例による

取扱金融機関 常陽銀行，筑波銀行，足利銀行，東邦銀行，東日本銀行，水戸信用金庫，

結城信用金庫，銚子信用金庫，茨城県信用組合，商工組合中央金庫

【利子補給】

汚水処理施設

（小規模事業者が設置する場合に

限る）

○高度処理（窒素又はりん除去）施設

末端利率 無利子

○高度処理以外の汚水処理施設

末端利率 無利子（霞ヶ浦流域）

0.9％ （霞ヶ浦流域以外）

家畜排せつ物の負荷削減対策施設 末端利率 無利子（霞ヶ浦流域）

ダイオキシン類対策施設 0.6％



省エネルギー･再生可能エネルギー

施設

末端利率 無利子（省エネルギー対策実施計画書を

提出済のエコ事業所登録事業者）

0.9％（上記以外のエコ事業所登録事業

者）

＜個人対象＞

【対象者】

霞ヶ浦，涸沼，牛久沼流域に居住する個人世帯

【融資対象】

○高度処理型浄化槽設置に係る費用

○公共下水道又は農業集落排水処理施設への接続に係る費用

【融資の条件】

融資限度額 （1）設置や接続工事に係る費用全額

（2）補助金額は除くものとし，200 万円を限度

融資期間 ５年以内

融資利率 県が全額補給しますので，利用者の実質金利は０％

償還方法 元金均等償還（６ヶ月以内の据置可）

担保・保証人等 取扱金融機関の一般貸付の例による

取扱金融機関 常陽銀行，筑波銀行，足利銀行，東日本銀行，水戸信用金庫，結城信用

金庫，銚子信用金庫，茨城県信用組合

＜融資の手続き＞

＜お問い合わせ＞

より詳しい内容や条件についてのお問い合わせや申込書の請求等については，下記ま

でお気軽にご相談ください。

県北県民センター 環境・保安課 TEL0294-80-3355

鹿行県民センター 環境・保安課 TEL0291-33-6056

県南県民センター 環境・保安課 TEL029-822-7048

県西県民センター 環境・保安課 TEL0296-24-9134

県民センター総室県央環境保全室 TEL029-301-3044

茨城県生活環境部環境対策課(環境保全施設に関すること) TEL029-301-2956

茨城県生活環境部環境政策課(省エネ施設等に関すること) TEL029-301-2939

①あっ旋

申込

②経由

⑥設置

完了届

⑦経由

③融資対象認定書

④融資申込

⑤融資

融資あっ旋申込者

市町村 金融機関

茨城県（各県民センター・県民センター総室）


